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【平成２６年１２月定例会議】【平成２６年１２月定例会議】【平成２６年１２月定例会議】【平成２６年１２月定例会議】

受 理 受 理 紹 介 提 出 者 付託委員会受 理 受 理 紹 介 提 出 者 付託委員会受 理 受 理 紹 介 提 出 者 付託委員会受 理 受 理 紹 介 提 出 者 付託委員会

年月日 番 号 議 員年月日 番 号 議 員年月日 番 号 議 員年月日 番 号 議 員

平成２６年 請 願平成２６年 請 願平成２６年 請 願平成２６年 請 願 前川英貴前川英貴前川英貴前川英貴 徳島市徳島市徳島市徳島市両両両両国本町１丁目３６－１国本町１丁目３６－１国本町１丁目３６－１国本町１丁目３６－１ 総 務総 務総 務総 務

1 1 月 2 6 日 第1 1 月 2 6 日 第1 1 月 2 6 日 第1 1 月 2 6 日 第７７７７号号号号 天羽 篤 ゑび天羽 篤 ゑび天羽 篤 ゑび天羽 篤 ゑびすやすやすやすやビルビルビルビル２２２２ＦＦＦＦ 常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会

片田真弓片田真弓片田真弓片田真弓 「「「「戦争戦争戦争戦争をさをさをさをさせせせせない1000人委員会」徳島ない1000人委員会」徳島ない1000人委員会」徳島ない1000人委員会」徳島

代代代代表 大表 大表 大表 大西 聡西 聡西 聡西 聡

（件名・要旨）（件名・要旨）（件名・要旨）（件名・要旨）

「『「『「『「『集団集団集団集団的自的自的自的自衛衛衛衛権権権権行行行行使使使使容認容認容認容認』の』の』の』の閣閣閣閣議議議議決決決決定の定の定の定の撤回撤回撤回撤回を求める」件についてを求める」件についてを求める」件についてを求める」件について

【請願趣旨】【請願趣旨】【請願趣旨】【請願趣旨】

安安安安倍晋倍晋倍晋倍晋三三三三首相首相首相首相は平成２６年は平成２６年は平成２６年は平成２６年７７７７月１日、月１日、月１日、月１日、首相首相首相首相のののの私私私私的的的的諮問諮問諮問諮問機関である「安全保障の法機関である「安全保障の法機関である「安全保障の法機関である「安全保障の法

的基的基的基的基盤盤盤盤のののの再構築再構築再構築再構築に関するに関するに関するに関する懇談懇談懇談懇談会」（安保法制会」（安保法制会」（安保法制会」（安保法制懇懇懇懇）の報）の報）の報）の報告告告告をををを踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、集団集団集団集団的自的自的自的自衛衛衛衛権の権の権の権の

行行行行使を「限定的」に可能とする使を「限定的」に可能とする使を「限定的」に可能とする使を「限定的」に可能とする憲憲憲憲法法法法解釈解釈解釈解釈変更変更変更変更のののの閣閣閣閣議議議議決決決決定を定を定を定を行行行行った。った。った。った。

しかしながら、歴しかしながら、歴しかしながら、歴しかしながら、歴代代代代政権はこれまで政権はこれまで政権はこれまで政権はこれまで一一一一貫貫貫貫して、「して、「して、「して、「憲憲憲憲法第９条のもとにおいて法第９条のもとにおいて法第９条のもとにおいて法第９条のもとにおいて許許許許容容容容

されている自されている自されている自されている自衛衛衛衛権の権の権の権の行行行行使は、使は、使は、使は、我我我我が国をが国をが国をが国を防衛防衛防衛防衛するためするためするためするため必必必必要要要要最小最小最小最小限度の限度の限度の限度の範囲範囲範囲範囲にとどまるにとどまるにとどまるにとどまる

べきものであり、べきものであり、べきものであり、べきものであり、武力武力武力武力行行行行使を使を使を使を行行行行うことがうことがうことがうことが許許許許されるのは、されるのは、されるのは、されるのは、我我我我が国に対するが国に対するが国に対するが国に対する急迫急迫急迫急迫、、、、不不不不正正正正

のののの侵侵侵侵害に対害に対害に対害に対処処処処するするするする場場場場合合合合に限られる。したがって、他国にに限られる。したがって、他国にに限られる。したがって、他国にに限られる。したがって、他国に加加加加えられたえられたえられたえられた武力攻撃武力攻撃武力攻撃武力攻撃をををを阻阻阻阻止止止止

することをその内することをその内することをその内することをその内容容容容とするとするとするとする集団集団集団集団的自的自的自的自衛衛衛衛権の権の権の権の行行行行使は、使は、使は、使は、憲憲憲憲法法法法上上上上許許許許されない」としてきされない」としてきされない」としてきされない」としてき

た。このた。このた。このた。この解釈解釈解釈解釈が、日本国民のが、日本国民のが、日本国民のが、日本国民のみみみみならならならならずずずず、、、、諸外諸外諸外諸外国との国との国との国との外交外交外交外交関係においても定関係においても定関係においても定関係においても定着着着着し、日し、日し、日し、日

本が本が本が本が戦後戦争戦後戦争戦後戦争戦後戦争にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれないまれないまれないまれない歯歯歯歯どめとなってきた。どめとなってきた。どめとなってきた。どめとなってきた。

このたこのたこのたこのたびびびび安安安安倍倍倍倍内内内内閣閣閣閣が、が、が、が、閣閣閣閣議議議議決決決決定の定の定の定のみみみみの手の手の手の手続続続続で国ので国ので国ので国の最高最高最高最高法法法法規規規規であるであるであるである憲憲憲憲法法法法解釈解釈解釈解釈のののの変更変更変更変更

をををを行行行行い、い、い、い、集団集団集団集団的自的自的自的自衛衛衛衛権の権の権の権の行行行行使を使を使を使を容認容認容認容認したことは、したことは、したことは、したことは、憲憲憲憲法第９９条の法第９９条の法第９９条の法第９９条の憲憲憲憲法法法法尊尊尊尊重重重重擁護擁護擁護擁護義務義務義務義務

にににに反反反反することはもとすることはもとすることはもとすることはもとよよよより、り、り、り、厳格厳格厳格厳格なななな憲憲憲憲法改正手法改正手法改正手法改正手続続続続を定めたを定めたを定めたを定めた憲憲憲憲法第９６条に法第９６条に法第９６条に法第９６条に反反反反するものするものするものするもの

である。このである。このである。このである。このよよよような国のありうな国のありうな国のありうな国のあり方方方方をををを左右左右左右左右するするするする重重重重大な大な大な大な問問問問題題題題について、について、について、について、憲憲憲憲法改正手法改正手法改正手法改正手続続続続をををを経経経経

ることなく、また、ることなく、また、ることなく、また、ることなく、また、十十十十分分分分な国民的議な国民的議な国民的議な国民的議論論論論もももも深深深深められていないめられていないめられていないめられていない中中中中、、、、時時時時のののの一一一一内内内内閣閣閣閣のののの閣閣閣閣議議議議決決決決

定の定の定の定のみみみみにににによよよよってってってって憲憲憲憲法法法法解釈解釈解釈解釈変更変更変更変更にににによよよよるるるる集団集団集団集団的自的自的自的自衛衛衛衛権の権の権の権の行行行行使を使を使を使を容認容認容認容認することは、することは、することは、することは、憲憲憲憲法法法法上上上上

到底許到底許到底許到底許されるものではない。このされるものではない。このされるものではない。このされるものではない。このよよよようなうなうなうな行行行行為為為為は、は、は、は、憲憲憲憲法で国法で国法で国法で国家家家家権権権権力力力力をををを拘束拘束拘束拘束するというするというするというするという

立立立立憲憲憲憲主主主主義義義義をををを否否否否定するものであるとともに、国民定するものであるとともに、国民定するものであるとともに、国民定するものであるとともに、国民主主主主権権権権主主主主義義義義をないがしろにするものでをないがしろにするものでをないがしろにするものでをないがしろにするもので

あり、あり、あり、あり、ゆゆゆゆゆゆゆゆしきしきしきしき事事事事態態態態と言える。と言える。と言える。と言える。

このこのこのこのよよよようなうなうなうな状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、貴貴貴貴議会におかれては、議会におかれては、議会におかれては、議会におかれては、地方地方地方地方自自自自治治治治法第９９条の法第９９条の法第９９条の法第９９条の規規規規定に定に定に定によよよよ

り、「り、「り、「り、「集団集団集団集団的自的自的自的自衛衛衛衛権権権権行行行行使使使使容認容認容認容認」の」の」の」の閣閣閣閣議議議議決決決決定の定の定の定の撤回撤回撤回撤回を求める意見書をを求める意見書をを求める意見書をを求める意見書を決決決決議していた議していた議していた議していただだだだ

くくくくよよよよう要う要う要う要望望望望する。する。する。する。

【請願【請願【請願【請願事項事項事項事項】】】】

「「「「集団集団集団集団的自的自的自的自衛衛衛衛権権権権行行行行使使使使容認容認容認容認」の」の」の」の閣閣閣閣議議議議決決決決定の定の定の定の撤回撤回撤回撤回を求める意見書を国を求める意見書を国を求める意見書を国を求める意見書を国へへへへ提出すること。提出すること。提出すること。提出すること。


